
 

Ⅰ-6-1 

 

第6編 管理者が行う業務 
本編では、管理者の行う業務について説明します。 

 

1章 ご契約先情報の管理 

 ここでは、ご契約先暗証番号、ご契約先確認暗証番号およびＥメールアドレスを変更します。 

 

1.1 ご契約先暗証番号を変更する 

 

操作説明 

 

① 管理者メニューで、ご契約先認証情報変更から

ご契約先暗証番号変更をクリックします。 

 

⇒「ご契約先暗証番号変更」画面が表示されま

す。 

 

 

② 「現在のご契約先暗証番号」を 

ソフトウェアキーボードを開くをクリックし

て入力します。 

参照 ソフトウェアキーボードの使い方については、「Ⅰ．基

本 第 1 編 2 章 2.3 ソフトウェアキーボードについて」

参照 

 

③ 「新しいご契約先暗証番号」を 

ソフトウェアキーボードを開くをクリックし

て入力します。 

確認のために「新しいご契約先暗証番号再入

力」にもう一度入力します。 

参照 入力可能文字については「Ⅰ．基本 第 1 編 2 章 2.4 入

力可能文字について」参照 

 

④ OK をクリックします。 

 

 

⇒「ご契約先暗証番号変更完了」画面が表示さ

れます。 

 

※変更をやめる場合はキャンセルをクリックします。 

※入力値をすべてクリアする場合は、クリアをクリックしま

す。 
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1.2 ご契約先確認暗証番号を変更する 

 

操作説明 

 

① 管理者メニューで、ご契約先認証情報変更から

ご契約先確認暗証番号変更をクリックします。 

 

⇒「ご契約先確認暗証番号変更」画面が表示さ

れます。 

 

 

 

② 「現在のご契約先確認暗証番号」を入力します。 

 

③ 「新しいご契約先確認暗証番号」を入力します。

確認のために「新しいご契約先確認暗証番号再

入力」にもう一度入力します。 

 

参照 入力可能文字については「Ⅰ．基本 第 1 編 2 章 2.4 入

力可能文字について」参照 

 

④ OK をクリックします。 

 

 

⇒「ご契約先確認暗証番号変更完了」画面が表示

されます。 

 

※変更をやめる場合はキャンセルをクリックします。 

※入力値をすべてクリアする場合は、クリアをクリックしま

す。 
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1.3 ご契約先 Eメールアドレスを変更する 

 

操作説明 

 

① 管理者メニューで、ご契約先認証情報変更から

ご契約先 E メールアドレス変更をクリックし

ます。 

 

⇒「ご契約先 E メールアドレス変更」画面が表

示されます。 

 

② 「新しいご契約先 E メールアドレス」を入力し

ます。 

確認のために「新しいご契約先 E メールアドレ

ス再入力」にもう一度入力します。 

 

③ OK をクリックします。 

 

 

⇒「ご契約先 E メールアドレス変更完了」画面

が表示されます。 

 

※変更をやめる場合はキャンセルをクリックします。 

※入力値をすべてクリアする場合は、クリアをクリックしま

す。 
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2章 契約口座情報の管理 

ここでは、契約口座ごとに、限度額やコメントなどの変更を行います。ご契約先全体の限度額につ

いては、「ご契約先限度額変更」画面で変更できます。 

 

参照 ◆ご契約先の限度額については、「Ⅰ．基本 第 6 編 5 章 ご契約先限度額の管理」参照 

 

2.1 契約口座情報を変更する 

 

操作説明 

 

① 管理者メニューで、ご契約先管理情報変更から

契約口座情報変更をクリックします。 

 

⇒「契約口座情報選択」画面が表示されます。 

 

② 契約口座情報を変更する口座の「選択」欄にチ

ェックを入れ、変更をクリックします。 

 

⇒「契約口座情報変更」画面が表示されます。 

 

③ 変更する情報を入力します。 

 

参照 設定項目については、下表：『「契約口座情報変更」画

面の設定項目』参照 

 

④ 変更する場合は、「ご契約先確認暗証番号」を

入力し、OK をクリックします。 

 

※変更をやめる場合はキャンセルをクリックします。 

※入力値をすべてクリアする場合は、クリアをクリックしま

す。 
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【表：「契約口座情報変更」画面の設定項目】 

項目 説 明 

コメント 

必要に応じて、コメントを半角 40 文字以内（全角 20 文字以内）で入

力します。 

「契約口座情報選択」画面の「コメント」欄に表示されます。 

また、以下の画面の「コメント」欄にも反映されます。 

・総合振込の「振込指定日入力」画面 

・給与・賞与振込の「振込指定日入力」画面 

・預金口座振替の「引落指定日入力」画面 

オンライン限度額 

必要に応じて、以下の限度額について、一回単位／一日単位の限度額

をそれぞれ半角数字で設定します。 

・振替限度額 

・事前登録振込限度額 

・都度指定振込限度額 

・収納サービス限度額 

ファイル伝送限度額 

（ファイル伝送をご契

約の場合のみ） 

必要に応じて、以下の限度額について、一回単位の限度額をそれぞれ

半角数字で設定します。 

・総合振込限度額 

・給与振込限度額 

・賞与振込限度額 

・預金口座振替限度額 
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3章 利用者の管理 

ここでは、利用者情報の管理について説明します。 

 

● 利用者情報（利用者暗証番号の再設定、権限／利用者限度額など）を変更する 

利用者暗証番号の再設定や、権限／利用者限度額などの変更を行います。 

 

● 利用者を削除する 

登録されている利用者を削除します。セキュリティ向上のため、システムを利用する必要がなく

なった利用者情報は削除してください。 

 

● 利用者電子証明書の再発行・失効を行う（電子証明書方式の場合） 

登録済利用者の電子証明書の再発行または失効を行います。 

 

● 利用者ワンタイムパスワードの再発行・使用中止を行う 

登録済利用者の利用者ワンタイムパスワードの再発行または使用中止を行います。 

 

● サービス停止／停止解除／暗証ロック解除を行う 

利用者のサービス停止／停止解除／暗証ロック解除を行います。一時的に利用者のサービスを停

止したり、その解除を行うことができます。 
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3.1 利用者情報を変更する 

利用者暗証番号の再設定や、利用権限／利用者限度額などの変更を行います。 

 

操作説明 

 
① 管理者メニューで、ご契約先管理情報変更から

利用者情報登録／変更をクリックします。 

 

⇒「利用者情報選択」画面が表示されます。 

 

 

② 利用者情報を変更する利用者の「選択」欄にチ

ェックを入れ、変更をクリックします。 

 

⇒「利用者情報変更」画面が表示されます。 
表示項目 説 明 

電子証明書 

電子証明書が利用可能な利用者は

「○」が付いています。 

電子証明書が未取得、失効、または

有効期限が切れている利用者は「－」

が付いています。 

※ID・パスワード方式をご契約の

場合は表示されません。 

利用者 

ワンタイム 

パスワード 

利用者ワンタイムパスワードを利用

している場合は「○」が付いていま

す。 

※利用者ワンタイムパスワードを

利用していない場合は「－」が

付いています。 

利用中止 

暗証ロックによりサービスが利用中

止されている利用者には「○」が付

いています。 

事故登録 

管理者の事故登録により、利用者の

サービスが停止している利用者には

「○」が付いています。 

収納サービス 

封鎖 

番号の入力誤りを繰り返したことに

より収納サービス取引が封鎖してい

る利用者には「○」が付いています。 

収納サービス 

累積封鎖 

収納サービス封鎖を繰り返したこと

により収納サービスの利用ができな

い利用者には「○」が付いています。 
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③ 利用者情報を修正します。 
参照 利用者情報の設定項目については、「Ⅰ．基本 第 3 編

5 章 利用者の登録および利用者の電子証明書の発行

を行う」参照 

 

※「利用者 ID」、「E メールアドレス」は変更できません。 

※電子証明書が発行されている場合は、電子証明書の詳細情

報が表示されます。 

 

④ 利用者情報を変更したら、「ご契約先確認暗証

番号」を入力し、OK をクリックします。 

 

⇒利用者情報が変更されます。 

 
※利用者の修正をやめる場合はキャンセルをクリックしま

す。 

※クリアをクリックすると、入力した情報がすべてクリアさ

れ、変更前の状態に戻ります。 
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3.2 利用者 IDを削除する 

不要となった利用者 ID を削除します。 

なお、削除した利用者 ID は、最短で翌週の火曜日から再利用が可能になります。 

 

操作説明 

 
① 管理者メニューで、ご契約先管理情報変更から

利用者情報登録／変更をクリックします。 

 

⇒「利用者情報選択」画面が表示されます。 

 

② 削除する利用者の「選択」欄にチェックを入れ、

登録抹消をクリックします。 

 

⇒「利用者情報登録抹消確認」画面が表示され

ます。 

 

③ 内容を確認します。 

 

④ 削除する場合は、「ご契約先確認暗証番号」を

入力し、OK をクリックします。 

 

※削除をやめる場合はキャンセルをクリックします。 
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3.3 利用者電子証明書の再発行・失効を行う 

登録済利用者の電子証明書の再発行または失効を行います。 

 

補足 ◆電子証明書の再発行・失効は以下の場合に必要となります。 

・再発行 

電子証明書の有効期限日から 90 日を超過した場合、パソコンの変更・紛失の場合 等 

・失効 

利用者 ID は継続するが、しばらく利用しない場合等 

 

◆新しい電子証明書を再発行した場合、再発行前の電子証明書は無効になります。 

また、再発行した電子証明書は 80 日以内に取得してください。80 日を超過した場合は再発

行が必要です。 

 

 
① 管理者メニューで、ご契約先管理情報変更から

利用者情報登録／変更をクリックします。 

 

⇒「利用者情報選択」画面が表示されます。 

 

 

② 電子証明書の再発行または失効を行う利用者

の「選択」欄にチェックを入れ、変更をクリッ

クします。 

 

⇒「利用者情報変更」画面が表示されます。 
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～中略～ 

 

電子証明書が既に取得されている場合は、電子証明

書の詳細情報が画面に表示されます。 

項目 説明 

電子証明書発行番号 
電子証明書の累積発行枚数

が表示されます。 

電子証明書ステータス 
「取得待」または「有効」

が表示されます。 

電子証明書発行データ登

録日 

電子証明書の発行日が表示

されます。 

電子証明書シリアル番号 

電子証明書ステータスが

「有効」の場合に、取得済

電子証明書のシリアル番号

が表示されます。 

電子証明書有効期間終了

日時 

電子証明書ステータスが

「有効」の場合に、取得済

電子証明書の有効期間が表

示されます。 

 

③ 電子証明書を再発行する場合は「再発行」、電

子証明書を失効する場合は「失効」を選択しま

す。 

 

④ 「ご契約先確認暗証番号」を入力し、OK をク

リックします。 
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3.4 利用者ワンタイムパスワードの再発行・使用中止を行う 

登録済利用者の利用者ワンタイムパスワードの再発行または使用中止を行います。 

 

補足 ◆利用者ワンタイムパスワードの再発行・使用中止は以下の場合に必要となります。 

・再発行 

利用者ワンタイムパスワードを失念もしくは紛失した場合等 

・使用中止 

資金移動時に利用者ワンタイムパスワードを利用しない場合 

 

◆新しい利用者ワンタイムパスワードを再発行した場合、再発行前の利用者ワンタイムパ

スワードは無効になります。 

 

【利用者ワンタイムパスワードを再発行する場合】 

 
① 管理者メニューで、ご契約先管理情報変更から 

利用者情報登録／変更をクリックします。 

 

⇒「利用者情報選択」画面が表示されます。 

 

 

② 利用者ワンタイムパスワードの再発行を行う利

用者の「選択」欄にチェックを入れます。 

 

③ 発行／再発行をクリックします。 

 

⇒「利用者ワンタイムパスワード発行／再発行」

画面が表示されます。 

 

④ 「ご契約先確認暗証番号」を入力し、OK をクリ

ックします。 

 

⇒「利用者ワンタイムパスワード発行／再発行完

了」画面が表示されます。 
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画面に表示された「利用者ワンタイムパスワード」を

利用者本人に直接通知してください。 

※表示されている内容を印刷する場合は、印刷をクリックし

ます。 

 

⑤ OK をクリックします。 

 

 

 
   

【お願い】 

「利用者ワンタイムパスワード」につきましては、セキュリティの観点から、利用

者本人に直接通知し、絶対に他人に知られることのないようご注意ください。 
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【利用者ワンタイムパスワードを使用中止する場合】 

 
① 管理者メニューで、ご契約先管理情報変更から

利用者情報登録／変更をクリックします。 

 

⇒「利用者情報選択」画面が表示されます。 

 

 

② 利用者ワンタイムパスワードの使用中止を行

う利用者の「選択」欄にチェックを入れます。 

 

③ 使用中止をクリックします。 

⇒「利用者ワンタイムパスワード使用中止」画

面が表示されます。 

 

④ 「ご契約先確認暗証番号」を入力し、OK をク

リックします。 

 

⇒「利用者ワンタイムパスワード使用中止完

了」画面が表示されます。 

 

⑤ OK をクリックします。 
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3.5 サービス停止／停止解除／暗証番号ロック解除を行う 

「事故登録」による利用者のサービス停止／解除／暗証番号ロック解除／収納サービス封鎖解除を行

います。 

◆事故登録による利用者のサービスを停止する 

◆事故登録による利用者のサービス停止を解除する 

◆暗証番号ロックによるサービス利用中止を解除する 

◆収納サービス封鎖により収納サービスが利用できなくなった利用者の収納サービス中止を 

解除する 

 

操作説明 

 

① 管理者メニューで、ご契約先管理情報変更から

利用者情報登録／変更をクリックします。 

 

⇒「利用者情報選択」画面が表示されます。 

 

 

② 対象の利用者を選択して、サービス停止／停止解

除について設定します。 

状況 設定方法 

＜事故登録＞ 

管理者の事故登録により、

利用者のサービスを停止す

る場合 

「事故登録理由」と「ご

契約先確認暗証番号」を

入力して事故登録をク

リックします。 

＜事故登録解除＞ 

事故登録を解除して利用者

のサービス停止を解除する

場合 

「ご契約先確認暗証番

号」を入力して 

事故登録解除をクリッ

クします。 

＜利用中止解除＞ 

暗証番号ロックによりサー

ビスの中止を解除する場合 

「ご契約先確認暗証番

号」を入力して 

利用中止解除をクリッ

クします。 

＜収納サービス封鎖＞ 

番号の入力誤りを繰り返し

たことにより収納サービス

の利用ができない場合 

＜収納サービス累積封鎖＞ 

収納サービス封鎖を繰り返

したことにより収納サービ

スの利用ができない場合 

「ご契約先確認暗証番

号」を入力して 

封鎖（累積封鎖）解除を

クリックします。 
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4章 ファイル伝送契約情報の管理（ファイル伝送をご契約の場合） 

ファイル伝送を行う際に必要な情報を変更／参照します。 

全銀パスワードやファイルアクセスキーを登録しておくと、ファイル伝送（送受信）時にその都度

入力する手間が省けます。 

参照 ◆ファイル伝送契約情報については、「Ⅰ．基本 第 2 編 2 章 必要なものを用意する ●

当金庫からの送付物」参照 

 

操作説明 

 

① 管理者メニューで、ご契約先管理情報変更から 

ファイル伝送契約情報変更／参照をクリック

します。 

 

⇒「ファイル伝送契約情報変更」画面が表示さ

れます。 

 

② 必要に応じて、ファイル伝送契約情報を入力し

ます。 

参照 登録項目については、下表：『「ファイル伝送契約情報

変更」画面の登録項目』を参照 

 

③ 「ご契約先確認暗証番号」を入力し、登録をク

リックします。 

 

登録が完了すると、画面内に完了メッセージが表示

されます。 

 

【表：「ファイル伝送契約情報変更」画面の登録項目】 

*の付いた項目は任意項目です。必要に応じて登録してください。 

登録項目 説 明 

枝番コード 

伝送業務毎、または、依頼人コードや委託者コード毎に接続先を使い分けている場合に枝番コードを

選択します。デフォルトは「01」です。 

※枝番コードは当金庫にて登録します。 

コメント* 
必要に応じて、ファイル伝送契約情報の用途などを、コメントとして入力します。 

ここで入力したコメントは、データ受信業務を行う際の契約情報選択画面に表示されます。 

全銀 

パスワード* 

申込書に記載されている「全銀パスワード」を、半角数字 6 桁で入力します。 

※全銀パスワード未設定の場合、伝送（送受信）時に毎回入力する必要があります。 

ファイル 

アクセスキー* 

申込書に記載されている「ファイルアクセスキー」を、半角数字 6 桁で入力します。 

ファイルアクセスキーは、「総合振込」などの業務ごとに設定します。 

※ファイルアクセスキー未設定の場合、伝送（送受信）時に毎回入力する必要があります。 
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5章 ご契約先限度額の管理 

ここでは、ご契約先全体の限度額の変更を行います。 

なお、ご契約口座ごとの限度額については、「契約口座情報選択」画面で変更できます。 

 

参照 ◆口座毎の限度額については、「Ⅰ．基本 第 6 編 2 章 契約口座情報の管理」参照 

 

操作説明 

 

① 管理者メニューで、ご契約先管理情報変更から

ご契約先限度額変更をクリックします。 

⇒「ご契約先限度額変更」画面が表示されます。 

 

② 変更する情報を入力します。 

参照 設定項目については、下表：『「ご契約先限度額変更」

画面の設定項目』参照 

 

③ 変更する場合は、「ご契約先確認暗証番号」を

入力し、OK をクリックします。 

 

※変更をやめる場合はキャンセルをクリックします。 

※クリアをクリックすると、入力した情報がすべてクリアさ

れ、変更前の状態に戻ります。 

 

 

⇒「ご契約先限度額変更完了」画面が表示され

ます。 

 

 

 

【表：「ご契約先限度額変更」画面の設定項目】 

項目 説 明 

オンライン限度額 

必要に応じて、以下の限度額について、一回単位／一日単位の限度額をそれぞれ半角数字で

設定します。 

・振替限度額、事前登録振込限度額、都度指定振込限度額、収納サービス限度額 

ファイル伝送限度額 
必要に応じて、以下の限度額について、一回単位の限度額をそれぞれ半角数字で設定します。 

・総合振込限度額、給与振込限度額、賞与振込限度額、預金口座振替限度額 
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6章 振込手数料マスタの管理 

ここでは、振込手数料テーブルの参照／変更について説明します。 

また、手数料計算方法についても併せて説明します。 

 

● 振込手数料テーブルを参照する 

振込先区分ごとの当方負担手数料または先方負担手数料を参照します。 

 

● 振込手数料テーブルを変更する 

振込手数料を設定します。 

 

● 手数料計算機能について 

手数料計算機能は、オンライン資金移動取引や総合振込のデータ作成時に「先方負担手数料」を

選択した場合に、手数料マスタの情報から差引手数料を算定し、資金移動金額を自動計算する機能

です。 
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6.1 振込手数料テーブルを参照する 

振込先区分ごとの当方負担手数料または先方負担手数料を参照します。 

なお、手数料を参照できる振込先区分は、以下のとおりです。 

◆同金庫 同支店内 

◆同金庫 他支店内 

◆他行向け電信扱い 

◆他行向け文書扱い 

 

操作説明 

 
① 管理者メニューで、ご契約先管理情報変更から

振込手数料マスタ登録／変更／参照をクリッ

クします。 

 

⇒「振込手数料マスタ選択」画面が表示されま

す。 

 

 

② 参照する手数料の種類を選択します。 

「当方負担振込手数料」または「先方負担振込

手数料」のいずれかを選択します。 

※総合振込ご利用のお客様の場合のみ「当方負担振込手数

料」のラジオボタンが表示されます。 

 

③ 実行をクリックします。 

⇒「振込手数料マスタ変更／参照」画面が表示

されます。選択した種類の手数料が、振込先

区分ごとに一覧表示されます。 

 

④ 手数料を確認します。 

 

⑤ 確認が終了したら、参照終了をクリックしま

す。 

 

⇒「振込手数料マスタ選択」画面が表示されま

す。 

 

  



 

Ⅰ-6-20 

 

6.2 振込手数料テーブルを変更する 

振込手数料の設定や、手数料計算方法の変更を行います。 

なお、手数料を変更できる振込先区分は、以下のとおりです。 

◆同金庫 同支店内 

◆同金庫 他支店内 

◆他行向け電信扱い 

◆他行向け文書扱い 

 

操作説明 

 
① 管理者メニューで、ご契約先管理情報変更から

振込手数料マスタ登録／変更／参照をクリッ

クします。 

⇒「振込手数料マスタ選択」画面が表示されま

す。 

 

 

② 変更する手数料の種類を選択します。 

「当方負担振込手数料」または「先方負担振込

手数料」のいずれかを選択します。 

 

※総合振込ご利用のお客様の場合のみ「当方負担振込手数料」

のラジオボタンが表示されます。 

 

③ 実行をクリックします。 

⇒「振込手数料マスタ変更／参照」画面が表示

されます。選択した種類の手数料が、振込先

区分ごとに一覧表示されます。 

 

【個別に手数料を設定する場合】 

1.個別手数料変更をクリックします。 

⇒「個別振込手数料マスタ登録／変更」画面が

表示されます。 

※手数料計算出方法を選択する場合は、「手数料計算方法選

択」のプルダウンメニューから、据置型／未満手数料加算

型／以上手数料加算型 を選択します。 
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2.基準金額の範囲を設定します。 

 

3.設定した基準金額について、振込先区分ごとの

振込手数料（差引金額）を入力します。 
 

※標準手数料読込をクリックすると、標準手数料が読み込ま

れます。 

※手数料計算出方法を選択する場合は、「手数料計算方法選

択」のプルダウンメニューから、据置型／未満手数料加算

型／以上手数料加算型 を選択します。 

 

4.「ご契約先確認暗証番号」を入力し、 

マスタ登録をクリックします。 

 

⇒「振込手数料マスタ変更／参照」画面に戻り

ます。 

 
※個別設定をやめる場合は、キャンセルを クリックしま

す。 

※入力値をすべてクリアする場合は、クリアをクリックしま

す。 

 

【当金庫が定める手数料を使用する場合】 

1.「ご契約先確認暗証番号」を入力し、 

標準手数料使用をクリックします。 

 

⇒標準手数料が読み込まれます。 

 

【手数料計算方法を変更する場合】 

（先方負担振込手数料のみ） 

1.「手数料計算方法選択」のプルダウンメニュー

から、据置型／未満手数料加算型／以上手数料

加算型 を選択します。 

 

2.「ご契約先確認暗証番号」を入力し、 

手数料計算方法切替をクリックします。 

 

⇒選択した計算方法による手数料が読み込ま

れます。 
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6.3 手数料計算方法について 

手数料計算機能は、オンライン資金移動取引や総合振込のデータ作成時に「先方負担手数料」を選

択した場合に、手数料マスタの情報から差引手数料を算定し、資金移動金額を自動計算する機能です。 

 

補足 ◆手数料計算機能を使用する画面は以下のとおりです。 

・「資金移動情報入力」画面  

・「振込金額入力」画面 

・「個別入力」画面 

・「受取人マスタ登録」画面 

 

手数料計算には、以下の 3 種類の方法があります。 

 

● 据置型 

初期値は「据置型」になっています。 

手数料テーブルの金額範囲（計算上区分）を「基準金額」と同一とし、支払金額を比較して先方

負担の手数料を算出します。 

 

例） 

支払金額が30,000円未満の場合は先方手数料を420円、30,000円以上の場合は630円とします。

この算出方法で計算すると、支払金額が 30,000 円～30,629 円の場合に合計支払金額との間に差益

が発生します。 

支払金額 
計算上差引く 

先方負担手数料 
資金移動金額 振込手数料 合計支払金額 

支払金額と合計 

支払金額差額 

29,999 円 420 円 29,579 円 420 円 29,999 円   0 円 

30,000 円 630 円 29,370 円 420 円 29,790 円 210 円 

30,419 円 630 円 29,789 円 420 円 30,209 円 210 円 

30,420 円 630 円 29,790 円 420 円 30,210 円 210 円 

30,629 円 630 円 29,999 円 420 円 30,419 円 210 円 

30,630 円 630 円 30,000 円 630 円 30,630 円   0 円 
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● 未満手数料加算型 

合計金額の差額（差益）が発生する支払金額幅を最小限に抑える手数料計算機能です。 

手数料テーブルの金額範囲に「基準金額」の未満手数料金額を足したものを新たな手数料テーブ

ル（計算上区分）とし、その金額範囲と支払金額を比較して先方負担の手数料を算出します。 

 

例） 

支払金額が30,420円未満の場合は先方手数料を420円、30,420円以上の場合は630円とします。 

この算出方法で計算すると、支払金額が 30,420 円～30,629 円の場合に合計支払金額間に差益が

発生します。据置型より差額が発生する支払金額幅を抑えられます。 

支払金額 
計算上差引く 

先方負担手数料 
資金移動金額 振込手数料 合計支払金額 

支払金額と合計 

支払金額差額 

29,999 円 420 円 29,579 円 420 円 29,999 円   0 円 

30,000 円 420 円 29,580 円 420 円 30,000 円   0 円 

30,419 円 420 円 29,999 円 420 円 30,419 円   0 円 

30,420 円 630 円 29,790 円 420 円 30,210 円 210 円 

30,629 円 630 円 29,999 円 420 円 30,419 円 210 円 

30,630 円 630 円 30,000 円 630 円 30.630 円   0 円 

 

 

● 以上手数料加算型 

合計金額の差額（差損）が発生する支払金額幅を最小限に抑える手数料計算機能です。 

手数料テーブルの金額範囲に「基準金額」の以上手数料金額を足したものを新たな手数料テーブ

ル（計算上区分）とし、その金額範囲と支払金額を比較して先方負担の手数料を算出します。 

 

例） 

支払金額が30,630円未満の場合は先方手数料を420円、30,630円以上の場合は630円とします。 

この算出方法で計算すると、支払金額が 30,420 円～30,629 円の場合に合計支払金額間に差損が

発生します。据置型より差額が発生する支払金額幅を抑えられます。 

支払金額 
計算上差引く 

先方負担手数料 
資金移動金額 振込手数料 合計支払金額 

支払金額と合計 

支払金額差額 

29,999 円 420 円 29,579 円 420 円 29,999 円   0 円 

30,000 円 420 円 29,580 円 420 円 30,000 円   0 円 

30,419 円 420 円 29,999 円 420 円 30,419 円   0 円 

30,420 円 420 円 30,000 円 630 円 30,630 円 －210 円 

30,629 円 420 円 30,209 円 630 円 30,839 円 －210 円 

30,630 円 630 円 30,000 円 630 円 30.630 円   0 円 
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7章 各マスタデータの一括削除 

ここでは、受取人マスタ／従業員マスタ／支払人マスタデータを一括削除します。 

なお、マスタの一括削除の選択肢が表示されない場合は、当金庫の設定により、一括削除ができな

いようにしています。 

各マスタの登録／変更は「Ⅲ．ファイル伝送」を参照ください。 

 

操作説明 

 
① 管理者メニューで、ご契約先管理情報変更か

ら利用者情報登録／変更をクリックします。 

⇒「利用者情報選択」画面が表示されます。 

 

 

② 一括削除するマスタを選択します。 

「受取人マスタ」、「従業員マスタ」、「支払人マ

スタ」のいずれかを選択し、削除をクリック

します。 

⇒マスタ削除確認画面が表示されます。 

 

 

③ 内容を確認し、削除する場合は「ご契約先確認

暗証番号」を入力し、OK をクリックします。 

⇒「マスタを削除します。よろしいですか。」

のダイアログが表示されます。  

 

※一括削除をやめる場合は、キャンセルをクリックします。 

 

④ 削除する場合は、OK をクリックします。 

⇒「利用者情報選択」画面に戻ります。 

※一括削除をやめる場合は、キャンセルをクリックします。

マスタ削除確認画面に戻ります。 
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8章 利用状況の確認 

ここでは、現在の利用状況および操作履歴を確認します。 

 

8.1 ご契約先ステータス 

利用状況を確認することで、お客様の法人 IB サービスが不正に使用されていないかを確認するこ

とができます。 

なお、「ご契約先ステータス」画面では以下の管理者情報と利用状況を確認できます。 

 

項目 内容 

ご契約先名 お客様の法人名称が表示されます。 

前回ログオン日時 前回ログオン処理を行った日時が表示されます。 

ご利用履歴 管理者・利用者のご利用履歴が過去 3 回分まで表示されます。 

Ｅメールアドレス 登録されているＥメールアドレスが表示されます。 

利用者のご使用状況 登録してある利用者のご使用状況が表示されます。 

ワンタイムパスワード

認証利用登録情報 
登録してあるトークンの情報が表示されます。 

 

 

操作説明 

 
① 管理者メニューで、ご契約先情報照会から 

ご契約先ステータス表示をクリックします。 

 

⇒「ご契約先ステータス」画面が表示されます。 

 

 

② ご契約先情報を確認します。 
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8.2 操作履歴を照会する 

管理者または利用者の操作履歴を照会します。 

 

操作説明 

 
① 管理者メニューで、ご契約先情報照会から 

操作履歴照会をクリックします。 

 

⇒「操作履歴照会選択」画面が表示されます。 

 

 

② 操作履歴を照会するユーザーの「選択」欄を選

択します。 

「管理者」または「利用者名」を選択します。 

 

③ 「開始範囲」で、照会する開始範囲を設定しま

す。プルダウンメニューから、年月日、時、分

を選択します。 

 

④ 「終了範囲」で、照会する終了範囲を設定しま

す。プルダウンメニューから、年月日、時、分

を選択します。 

 

※照会できる範囲は 1 ヶ月、件数は 100 件までです。 

 

⑤ 次へをクリックします。 

⇒「操作履歴照会結果」画面が表示されます。 

 

⑥ 操作履歴を確認し、OK をクリックします。 

⇒「操作履歴照会選択」画面に戻ります。 
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9章 電子証明書の更新 

電子証明書の更新が必要な管理者に、以下の方法で更新案内が通知されます。 

更新案内が通知されたら、電子証明書の有効期限が切れる前までに更新を行ってください。 

 

● Ｅメールによるお知らせ 

電子証明書の有効期限 30 日前、10 日前にＥメールによる更新案内が通知されます。 

 

● ステータス画面によるお知らせ 

法人 IB サービスのログオン後に表示される「ご契約先ステータス」画面に、電子証明書の有効

期限 30 日前から更新案内が表示されます。 

 

＜「ご契約先ステータス」画面＞ 

 

 

重要 
◆電子証明書更新の有効期限日を過ぎますと、法人 IB サービスにログオンいただけな

くなります。 

その場合は、ログオン前の電子証明書取得から新しい電子証明書を取得してくださ

い。 

 

また、電子証明書の有効期限日から９０日を超過しますと、電子証明書を取得いた

だけなくなります。 

その場合は、当金庫にて再発行処理が必要となりますので、当金庫までご連絡くだ

さい。 
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9.1 パソコンに電子証明書を更新する 

有効期限の３０日前から有効期限日までに、電子証明書を更新してください。 

 

操作説明 

 

① 法人 IBサービスのログオン後に表示される「ご

契約先ステータス」画面を開きます。 

 

② 証明書更新をクリックします。 

※有効期限の３０日前から証明書更新を表示します。 

 

 

⇒別ウィンドウで、「電子証明書更新前処理中」

画面が表示されます。 

※電子証明書の更新前処理が完了後、自動的に次画面が表示

されます。 

 

＜電子証明書媒体保管を利用していない信

用金庫の場合＞ 

 

 

 

 

 

 

③ 更新をクリックします。 

⇒「Ｗｅｂアクセスの確認」ダイアログが表示

されます。 

 

＜電子証明書媒体保管を利用している信用

金庫の場合＞ 

 

③ パソコンに保存するをクリックします。 

⇒「Ｗｅｂアクセスの確認」ダイアログが表示

されます。 

参照 専用ＵＳＢについては、「Ⅰ．基本 第 2 編 2 章 必要

なものを用意する  ●当金庫からの送付物」参照 
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④ 更新する場合は、はいをクリックします。 

※本画面は２度表示されますので、それぞれはいをクリック

します。 

 

⇒「新しいＲＳＡ交換キーを作成します」ダイア

ログが表示されます。 

 

⑤ セキュリティレベルが「中」であることを確認

し、OK をクリックします。 

 

 

⇒「電子証明書発行処理中」画面が表示され、

電子証明書の更新処理が始まります。 

 

※電子証明書の発行処理が完了後、自動的に次画面が表示さ

れます。 

 

 

⑥ はいをクリックします。 

 

⇒「電子証明書のインストールが完了しました」

画面が表示されます。 

 

 

⑦ 発行された電子証明書の内容を確認します。 

 

⑧ このウィンドウを閉じるをクリックします。 

 

 ※電子証明書更新後、法人 IB サービスはログオフせず、継

続してご利用いただけます。 
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9.2 専用ＵＳＢに電子証明書を更新する 

有効期限の３０日前から有効期限日までに、電子証明書を更新してください。 

 

操作説明 

 

① 法人 IBサービスのログオン後に表示される「ご

契約先ステータス」画面を開きます。 

 

② 証明書更新をクリックします。 

※有効期限の３０日前から証明書更新を表示します。 

 

 

⇒別ウィンドウで、「電子証明書更新前処理中」

画面が表示されます。 

※電子証明書の更新前処理が完了後、自動的に次画面が表示

されます。 

 

③ 管理ソフトがインストールされているパソコ

ンに専用ＵＳＢを接続した状態で専用ＵＳＢ

に保存するをクリックします。 

⇒「Ｗｅｂアクセスの確認」ダイアログが表示

されます。 

参照 専用ＵＳＢについては、「Ⅰ．基本 第 2 編 2 章 必要

なものを用意する  ●当金庫からの送付物」参照 

 

④ 更新する場合は、はいをクリックします。 

※本画面は２度表示されますので、それぞれはいをクリック

します。 

 

⇒「新しいＲＳＡ交換キーを作成します」ダイア

ログが表示されます。 
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⑤ セキュリティレベルが「中」であることを確認

し、OK をクリックします。 

 

 

⇒「電子証明書発行処理中」画面が表示され、

電子証明書の更新処理が始まります。 

 

※電子証明書の発行処理が完了後、自動的に次画面が表示さ

れます。 

 

 

⑥ はいをクリックします。 

 

⇒「秘密交換キーをエクスポートします」ダイア

ログが表示されます。 

 

 
⑦OK をクリックします。 

⇒「証明書インポート」画面が表示されます。 

 
⑧OK をクリックします。 

⇒「SafeNet Authentication Client」画面が表示さ

れます。 

 
⑨OK をクリックします。 

⇒「電子証明書の更新と専用ＵＳＢへの保存が完了

しました。」 

画面が表示されます。 
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⑩ 発行された電子証明書の内容を確認します。 

 

⑪ このウィンドウを閉じるをクリックします。 

 

 ※電子証明書更新後、法人 IB サービスはログオフせず、継

続してご利用いただけます。 
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9.3 古い電子証明書を削除する 

新しい電子証明書が正常に取得（更新）されたことが確認できましたら、古い電子証明書を削除し

てください。 

また、専用ＵＳＢ内の電子証明書の削除方法については、以下のＵＲＬを参照ください。 

 

ＵＲＬ：http://www.shinkin.co.jp/info/hib/kaizen/20170313/index.html 

 

なお、誤って新しい電子証明書を削除した場合、すみやかに当金庫までご連絡ください。 

 

操作説明 

 

① ブラウザの「ツール」から「インターネットオ

プション」の順にクリックします。 

 

⇒「インターネットオプション」画面が表示さ

れます。 

 

 

② 「コンテンツ」タブを選択し、証明書をクリッ

クします。 

 

⇒「証明書」画面が表示されます。 
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③ 「個人」タブに以下のように電子証明書が表示

されることを確認します。 

項目名 表示 

発行先 ●管理者 

「契約者 ID（利用者番号）」＋

当金庫の「金融機関コード」 

●利用者 

「契約者 ID（利用者番号）」＋

「利用者 ID」＋当金庫の「金融

機関コード」 

発行者 「 Shinkin Internet Banking 

Intermediate CA」 

有効期限 電子証明書を取得した日から 1

年後の日付 

フレンドリ名 ＜なし＞ 

 

④ 削除する電子証明書を選択し、削除をクリック

します。 

⇒「証明書の削除確認」画面が表示されます。 

※有効期限の日付が古い電子証明書を選択してください。 

注意 誤って他の電子証明書や更新後の電子証明書を削除し

ないようにご注意ください。 

 

 

④ はいをクリックします。 

⇒古い証明書が削除されます。 

 

⑤ 閉じるをクリックします。 

⇒画面が閉じます。 
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10章 ワンタイムパスワード認証の設定変更 

ここでは、ワンタイムパスワード認証の設定変更について説明します。 

 

● 利用形態設定を変更する 

現在設定している利用形態の変更を行います。 

 

補足 ◆利用形態を変更した場合、新たにワンタイムパスワード利用登録を行う必要があり

ます。 

 

● 利用登録／変更を行う 

追加した利用者に対し、トークンの登録を行います。 

または、登録済のトークンから別のトークンへ変更する場合に行います。 

 

● 利用登録解除を行う 

利用者に登録しているトークンの解除を行います。 
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10.1 利用形態設定を変更する 

現在設定している利用形態からの変更を行います。 

 

操作説明 

 
 

① 管理者メニューで、ご契約先管理情報変更から

利用者情報登録／変更をクリックします。 

⇒「利用者情報選択」画面が表示されます。 

 

② 変更をクリックします。 

⇒「ワンタイムパスワード利用形態設定」画面

が表示されます。 

 

 

 

 

③ 利用形態を選択します。 
項目 説明 

全ての利用者が異なる 

トークンを使用する 

※個別トークン使用 

利用者ごとにトークンの登

録ができます。 

 

全ての利用者が同じ 

トークンを使用する 

※共通トークン使用 

全利用者に対し一台のトー

クンを登録できます。 

 

・「全ての利用者が異なるトークンを使用する」 

の場合  

参照 全ての利用者が異なるトークンを使用するを選択し

た場合は、「Ⅰ．基本 第 3 編 7 章 7.2 ワンタイムパ

スワード利用登録 ※個別トークン使用」参照 

 

・「全ての利用者が同じトークンを使用する」 

の場合 

参照 全ての利用者が同じトークンを使用するを選択した

場合は、「Ⅰ．基本 第 3 編 7 章 7.3 ワンタイムパス

ワード利用登録 ※共通トークン使用」参照 

 

④ 次へをクリックします。 

⇒「ワンタイムパスワード利用登録」画面が表

示されます。 

 
※ワンタイムパスワード利用形態設定をやめる場合は、 

キャンセルをクリックします。 
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10.2 利用登録／変更を行う 

追加した利用者に対し、利用するトークンの登録を行います。 

または、登録済のトークンから別のトークンへ変更する場合に行います。 

 

操作説明 

 
① 管理者メニューで、ご契約先管理情報変更から

利用者情報登録／変更をクリックします。 

⇒「利用者情報選択」画面が表示されます。 

 

② 利用登録をクリックします。 

⇒「ワンタイムパスワード利用登録」画面が表

示されます。 

 

 

 

 

 

③ 利用登録する利用者を選択します。 

※利用者が 10 名を超える場合は、一覧の右側に表示される

スクロールバーにて該当の利用者を表示してください。 

 

④ シリアル番号およびワンタイムパスワードを

入力します。 

トークン種類 シリアル番号 
ワンタイム 

パスワード 

ハードウェア

トークン 

トークンの裏面に

記載 

 

ボタンを押すと

表示 

ソフトウェア

トークン 

スマートフォンの

パスワード表示画

面に記載 

 

スマートフォン

のパスワード表

示画面に表示 

 

 

⑤ 「ご契約先確認暗証番号」を入力し、OK をク

リックします。 
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⑥ 「現在のシリアル番号」欄でシリアル番号が登

録できたことを確認します。 

 

※引き続き、ワンタイムパスワード利用登録する場合は、手

順③~⑤を繰り返します。 

 

※ワンタイムパスワード利用登録をやめる場合は、 

キャンセルをクリックします。 
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10.3 ワンタイムパスワードの利用登録解除 

 

利用者に登録しているトークンの解除を行います。 

 

操作説明 

 
 

① 管理者メニューで、ご契約先管理情報変更から

利用者情報登録／変更をクリックします。 

⇒「利用者情報選択」画面が表示されます。 

 

② 利用登録解除をクリックします。 

⇒「ワンタイムパスワード利用登録解除」画面

が表示されます。 

 

 

③ 利用登録解除する利用者を選択します。 

※利用者が 10 名を超える場合は、一覧の右側に表示される

スクロールバーにて該当の利用者を表示してください。 

 

④ 「ご契約先確認暗証番号」を入力し、OK をク

リックします。 

 

⑤ 「シリアル番号」欄でシリアル番号が解除でき

たことを確認します。 

 

※引き続き、ワンタイムパスワード利用登録解除する場合は、

手順③~④を繰り返します。 

 

※ワンタイムパスワード利用登録解除をやめる場合は、 

キャンセルをクリックします。 

 

 

 

  


